
【告 示】

児童福祉法の規定による指定障害児通所支援事業者の指定 （障がい福祉課） ２

児童福祉法の規定による指定障害児通所支援事業の廃止の届出 （ 〃 ） ２

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による指定 （ 〃 ） ２

障害福祉サービス事業者の指定

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による指定 （ 〃 ） ３

障害福祉サービス事業の廃止の届出

森林法第189条の規定による告示及び掲示（２件） （森 林 整 備 課） ３

【公 告】

基本測量の終了 （技 術 管 理 課） ４

公共測量の終了 （ 〃 ） ４
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告 示

島根県告示第390号

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の３第１項の指定障害児通所支援事業者を次のとおり指定したので、

同法第21条の５の25第１号の規定により告示する。

令和４年５月６日

島根県知事 丸 山 達 也

放課後等デイサービス

事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 指定年月日

株式会社ｔｒｅｓ 放課後等デイサービスいろどり 出雲市平田町7602 令和４年３月26日

ご縁かめたか株式会社 スタンドバイＹｏｕ 出雲市塩冶町2116番地 令和４年４月１日

有限会社江木商事 くろーばー 浜田市松原町318番地１ 令和４年４月１日

島根県告示第391号

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の20第４項の規定により、次のとおり指定障害児通所支援事業の廃止

の届出があったので、同法第21条の５の25第２号の規定により告示する。

令和４年５月６日

島根県知事 丸 山 達 也

１ 放課後等デイサービス

事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 廃止年月日

有限会社佐香 放課後等デイサービスいろどり 出雲市平田町7602番地 令和４年３月25日

社会福祉法人須子福祉会 ポシブル 益田市須子町イ334－10 令和４年３月31日

２ 児童発達支援

事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 廃止年月日

社会福祉法人亀の子 かめっ子クラブ 大田市長久町長久ロ267－６ 令和４年３月31日

島根県告示第392号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第１項の指定障害福祉

サービス事業者を次のとおり指定したので、同法第51条第１号の規定により告示する。

令和４年５月６日

島根県知事 丸 山 達 也

事業者の名称 サービスの種類 事業所の名称 事業所の所在地 指定年月日

株式会社チャット・ケア 居宅介護 チャット・ケアすずらん 雲南市木次町里方616番 令和４年３月１日

すずらん 同行援護 指定障がい福祉サービス 地２

事業所

サインポスト合同会社 居宅介護 ヘルパーステーションく 安来市飯島町1205番地１ 令和４年３月１日

重度訪問介護 るみ

有限会社髙村 居宅介護 コミュニケーションきら 浜田市三隅町三隅387番 令和４年４月１日

重度訪問介護 ら 地５
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有限会社伊野本陣 居宅介護 ヘルパーステーション花 出雲市美野町504番地 令和４年４月１日

重度訪問介護 鈴

合同会社Ｔｏｒｃｈ 就労継続支援Ｂ型 ワークステーショントー 出雲市荒茅町938 令和４年４月１日

チ

特定非営利活動法人地域 生活介護 生活介護事業所デイジー 鹿足郡吉賀町六日市263 令和４年４月１日

活動支援センターよしか 番地２

の里

社会福祉法人亀の子 就労継続支援Ｂ型 遊亀館 大田市長久町長久ロ267 令和４年４月１日

－６

島根県告示第393号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第46条第２項の規定により、

次のとおり指定障害福祉サービスの事業の廃止の届出があったので、同法第51条第２号の規定により告示する。

令和４年５月６日

島根県知事 丸 山 達 也

事業者の名称 サービスの種類 事業所の名称 事業所の所在地 廃止年月日

株式会社いずもえん 就労継続支援Ａ型 いずもえん西園事業所 出雲市西園町3913－１ 令和４年２月28日

就労定着支援

島根県農業協同組合 居宅介護 ＪＡしまね雲南すずらん 雲南市木次町里方1093番 令和４年２月28日

重度訪問介護 福祉センター指定障がい 地119

福祉サービス事業所

社会福祉法人桑友 自立訓練（生活訓 まるべりー出雲 出雲市斐川町学頭1652－ 令和４年３月31日

練） ３

社会福祉法人やまゆり 共同生活援助 グループホームはつらつ 出雲市佐田町一窪田118 令和４年３月31日

ホーム －19

社会福祉法人亀の子 就労継続支援Ａ型 遊亀館 大田市長久町長久ロ267 令和４年３月31日

就労移行支援 －６

島根県告示第394号

令和４年島根県告示第181号で保安林の指定施業要件を変更された次の保安林については、当該処分に係る通知の相手

方が不分明であるので、森林法（昭和26年法律第249号）第189条の規定により、その通知の内容を浜田市役所に掲示する

とともにその要旨を告示する。

令和４年５月６日

島根県知事 丸 山 達 也

保安林の所在場所及び不分明である通知の相手方

保 安 林 の 所 在 場 所 不分明である通知の相手方

浜田市生湯町950、1861－１ 三浦 梅太

浜田市生湯町1884 川畑 磯吉
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島根県告示第395号

令和４年島根県告示第213号で指定施業要件の変更予定保安林とされた次の保安林については、当該処分に係る通知の

相手方が不分明であるので、森林法（昭和26年法律第249号）第189条の規定により、その通知の内容を奥出雲町役場に掲

示するとともにその要旨を告示する。

令和４年５月６日

島根県知事 丸 山 達 也

保安林の所在場所及び不分明である通知の相手方

保 安 林 の 所 在 場 所 不分明である通知の相手方

仁多郡奥出雲町河内855－５ 森山 修

仁多郡奥出雲町河内855－７ 森山 修

仁多郡奥出雲町河内871－６、871－９、871－10、969－１、969－ あいの里生産森林組合

９

仁多郡奥出雲町河内876－１、877 藤原 惣太郎

仁多郡奥出雲町河内909 大塚 昭雄

仁多郡奥出雲町河内912－１ 立石 武

仁多郡奥出雲町河内968－21 黒角 長一郎

仁多郡奥出雲町河内988－１ 内田 榮行

仁多郡奥出雲町河内991－２、1010から1012まで、1013－１、1013 森山 傳之助

－３、1014、1015－１、1015－２、1016－１、1017から1019まで

仁多郡奥出雲町河内992－１ 内田 博道

仁多郡奥出雲町河内1030 松瀬 邦造

仁多郡奥出雲町河内1142 常髙寺

公 告

測量法（昭和24年法律第188号）第14条第２項の規定により、次の基本測量は、令和４年３月31日に終了した旨国土交

通省国土地理院長から通知を受けたので、同条第３項の規定により公告する。

令和４年５月６日

島根県知事 丸 山 達 也

１ 作業種類

基本測量（電子国土基本図（地図情報）修正）

２ 作業期間

令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

３ 作業地域

島根県全域

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、次の公共測量は、令和４年

３月25日に終了した旨国土交通省中国地方整備局浜田河川国道事務所長から通知を受けたので、同法第39条において準用

する同法第14条第３項の規定により公告する。

令和４年５月６日
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島根県知事 丸 山 達 也

１ 作業種類

公共測量（航空レーザ測量）

２ 作業期間

令和３年９月14日から令和４年３月25日まで

３ 作業地域

江の川水系直轄管理区間（０Ｋ000～６Ｋ600、21Ｋ600～27Ｋ200、41Ｋ000～81Ｋ200）
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